
号

外

十�
平

成
二
十
六
年

三

月
二
十
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

教
育
財
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
岐
阜
県
通
信
教
育
実
施
学
校
の

受
講
料
の
不
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

同

)

一

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
財
務
課)

二

規

則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

者
は｣

の
下
に｢

、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
二

年
法
律
第
十
八
号)

第
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て｣

を
加
え
、｢

一
に｣

を｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
免
除
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
生
徒

第
六
条
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
二
条
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の

免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
岐
阜
県
立
高
等
学
校
の
第
一
学

年
に
入
学
す
る
者
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
岐
阜
県
通
信
教
育
実
施
学
校
の
受
講
料
の
不
徴
収
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日



平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
岐
阜
県
通
信
教
育
実
施
学
校
の
受
講
料
の
不
徴
収
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
岐
阜
県
通
信
教
育
実
施
学
校
の
受
講
料
の
不
徴
収
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

野

原

正

美

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二
中｢

及
び
岐
阜
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
及
び
岐
阜
県
通
信
教
育
実
施
学
校
の
受

講
料
の
不
徴
収
に
関
す
る
条
例(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
八
号)｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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